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世田谷区地域公共交通計画の案について 

 

 

 

 

１ 主旨 

「世田谷区交通まちづくり基本計画」は、区の将来像を展望しつつ、望ましい交通体系

や交通サービスの確立を目指し、区の交通に関する施策の基本方針として、平成１４年９

月に策定し、その後も社会情勢を踏まえて改定している。 

一方、国は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、地域にとって望

ましい、鉄道、バス、タクシー等の地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマスタープ

ランとして、「地域公共交通計画」を定めることを自治体の努力義務とする法改正を令和２

年に行った。 

区としては、現行の「世田谷区交通まちづくり基本計画」が令和６年度末に期間満了を

迎えることから、「世田谷区交通まちづくり基本計画」に代わる「世田谷区地域公共交通計

画」を策定することとし、策定にあたっては学識経験者及び交通事業者、区民等が委員と

なる、世田谷区地域公共交通活性化協議会（以下、「協議会」という。）における審議等を

踏まえながら検討を進めている。 

このたび、世田谷区地域公共交通計画の案を取りまとめたので決定する。 

 

２ これまでの経緯 

令和５年 １１月 公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会報告 

（世田谷区地域公共交通計画の検討について） 

令和６年  １月 協議会（協議会設置） 

      ６月 協議会（骨子案の検討） 

公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会報告 

（骨子案について） 

      ７月 協議会（計画素案の検討） 

      ８月 政策会議（素案） 

      ９月 公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会報告（素案の報告） 

         区民意見募集 

     １２月 協議会（区民意見募集の計画の反映および案の検討） 

 

(付議の要旨) 

世田谷区地域公共交通計画の案を決定する。 



３ 地域公共交通計画策定に係る検討体制 

 協議会の構成員は以下のとおり。 

 

 

 

４ 素案からの主な変更点 

ページ 項目 内容等 

P39 （５）地域公共交通の現状 ホームドア整備済みの駅数を１７駅か

ら１５駅に変更。 

P46・P151 （６）公共交通不便地域につい

て 

コラム「これまでの公共交通不便地域と

新たな公共交通不便地域」を参考資料に

移動。 

P81 取組２－１－１ 交通体系の

確保・維持に向けた行政支援の

あり方の検討 

「交通ネットワークの最適化を目指し」

を追記。 

P89～90 

P103～104 

取組２－４－１（３－７－１） 

地域の状況を踏まえたコミュ

ニティ交通の導入・検討 

「交通事情や地域の特性を踏まえ」を追

記。 

P106 取組３－８－１ 多様な交通

資源と連携した取組の検討 

「福祉移動サービス、図１２５」を追記。 

P110 第５章計画の推進 P39 の修正に伴う。 

 

５ 案の内容 

  別紙１ 世田谷区地域公共交通計画（案）概要版 

  別紙２ 世田谷区地域公共交通計画（案） 

 

６ 区民意見募集の結果について 

  別紙３のとおり。 



７ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年   ２月 公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会報告（案の報告） 

３月 世田谷区地域公共交通計画策定 



世田谷区地域公共交通計画（案） 概要版

１．計画の背景と目的

【計画の位置づけ体系図】

２．計画の対象交通サービス

本計画で対象とする移動手段は、既存の公共交通サービスに加えて、自家用有償旅客運
送やスクールバス、福祉輸送など、地域における多様な輸送資源についても対象とし、あわ
せて、自動車や自転車のシェアリングサービスや新たな交通サービスの活用についても検
討の対象とします。

世田谷区 SETAGAYA CITY

対象とする交通サービス

地域旅客運送サービス

新たな交通サービス シェアリングサービス

小田急
東急

世田谷線
大型バス
(京王)

せたがや
くるりん

庁有車？
スクール

バス

ハロー
サイクリン

グ？

適当な
クルマ

東急バス
実証実験
(虹ヶ丘)

超小型
モビリティ

鉄道 軌道 路線バス コミュニティバス 自家用
有償旅客運送

福祉輸送
スクールバス等

シェアサイクル カーシェア

グリーンスロー
モビリティ
(グリスロ)

超小型モビリティ

JPN
TAXI

砧・大蔵
デマンド

車両

タクシー デマンド交通

世田谷区では、区内の交通に関する計画として平成１４年９月に「世田谷区交通まちづ
くり基本計画」を定め、以後改定を重ねながら、公共交通不便地域対策をはじめとする
各事業を交通事業者や地域の方々との協働により取り組んできました。

一方で、近年は公共交通機関利用者の減少や、交通の担い手である乗務員不足など
が大きな課題となっており、高齢化の進展に伴う交通弱者の増大やコロナ禍を経ての
ライフスタイルの多様化、新たな交通サービスの進出などにより、持続可能で誰もが安
全に安心して移動できる環境の創出がより一層求められる時代となってきています。

このような背景から、国は令和２年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律」を改正し、地域にとって望ましい鉄道、路線バス、タクシー等の地域旅客運送サービ
スの姿を明らかにするマスタープランとして「地域公共交通計画」を定めることを自治
体の努力義務としました。

区としては、区民・交通事業者・行政が協働して、さらなる公共交通不便地域対策の推
進、公共交通ネットワークの確保・維持などに取り組んでいく必要があることから、現行
の「交通まちづくり基本計画及び行動計画」が令和６年度末に期間満了を迎えることも
踏まえ、新たに「世田谷区地域公共交通計画」を策定することとしました。

写真はイメージです。

３．区内の地域公共交通の現状

■東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄の３事業者が運行。

■新宿、渋谷などの都心方面から東京郊外（多摩地域）への放射方向（東西方向）の鉄道
が基軸となっている。

■各駅停車は比較的近距離の移動を担い、急行などの優等列車は主要ターミナル駅まで
の高速輸送を担う。

■軌道は東急世田谷線が三軒茶屋駅と下高井戸駅間で運行している。

【鉄軌道】

■東急バス、小田急バス、京王電鉄バス、関東バス、東京都交通局の５事業者が運行。

■主要な交通結節点である鉄道駅までの移動や、南北方向の移動、世田谷通りや玉川通
りなどの主要幹線道路を経由する移動、フィーダー（枝線）系統の移動を支えている。

■区では、本格運行に至るまでの実証運行経費の負担や道路環境整備など、新たな路線
バスの導入に際し、区が導入に関与した路線バスを「コミュニティバス」と称している。

■これまでにコミュニティバス１０路線を導入（オンデマンド輸送を含む）。

■砧・大蔵地区において、ワゴン車によるオンデマンド交通の実証運行を実施中。
（令和５年５月から３年間を予定）

【コミュニティバス】

【路線バス】

令和６年１２月２３日
世田谷区道路・交通計画部交通政策課

別紙１



世田谷区地域公共交通計画（案） 概要版

６．区内の地域公共交通の動向と課題

世田谷区 SETAGAYA CITY

■15社のタクシー事業者が営業（令和元年9月現在）。

■一部のタクシー事業者はユニバーサルデザインタクシーや出産支援タクシー、子育て支
援タクシーなどの利用者ニーズに応じた多様なサービスを導入。

■タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送
サービスを提供することを可能とする制度（自家用車活用事業）が運用開始。

■区内6駅7箇所でシェアサイクルサービス（※区レンタサイクル、がやリン）を実施。

■４年間の実証実験を経て、令和６年度より官民連携によるシェアサイクル事業を本格実
施。

■自転車や自動車を所有せずシェア（共有）するサービスが浸透。

【タクシー】

【シェアサイクル等】

■コロナ禍の影響により、鉄道、路線バスともに利用者数が減少し、現在まで緩やかな回
復傾向にある。

■一方で、在宅勤務や通信販売等の浸透により生活様式が多様化したことで、移動する
機会そのものが減少。

■高齢化が進行し、交通弱者が増加。

■公共交通情報の「見える化」の進展。

【社会の変化】

■路線バスが運行しやすい都市計画道路等の整備・南北方向の公共交通の強化

■公共交通不便地域における交通弱者の移動手段の確保

■交通渋滞解消、踏切の安全性向上、道路と鉄道の立体交差化、交通施設等のバリアフ
リー化
■公共交通の担い手不足の解消

■バス待ち環境の向上

■環境にやさしい持続可能な交通体系の確立

■ラストワンマイルの移動手段の確保

【地域公共交通の課題】

人々の移動ニーズの多様化に柔軟に対応し、情報通信技術を活用した新たなモビリティ
や輸送サービスを活用することで、シームレスで快適な移動ができる地域公共交通を目
指します。

高齢化が進み交通弱者が増大する中、誰もが自由に移動できる公共交通の存在は不可
欠であることから、厳しい事業環境の中でも公共交通サービスを確保・維持していくた
めの「持続可能な地域公共交通」を目指します。

安全に安心して目的地まで移動できることは、全ての基本です。交通の担い手不足が顕
在化する中でも、安全性向上のための不断の取組を継続していくとともに、交通施設の
バリアフリー化・心のバリアフリーの普及に向けた取組も推進していくことで、「安全・安
心な地域公共交通」を目指します。

７．計画で目指す基本方針

世田谷区交通まちづくり基本計画で定めた基本方針を継承しつつ、「誰もが安全・安心・快
適に移動できる世田谷」の実現に向けて、区民・行政・交通事業者が連携・協働して、地域公
共交通を支えていくことを本計画の基本方針に設定します。

誰もが安全・安心・快適に移動できる世田谷
～区民・行政・事業者で支える持続可能な世田谷区の地域公共交通～

８．計画の目標

地域公共交通の課題を踏まえ、以下３点を本計画の目標として定めます。

【目標１】 安全・安心な地域公共交通

【目標２】 持続可能な地域公共交通

【目標３】 快適な地域公共交通

４．計画期間

令和７年度から令和１１年度まで（５年間）

５．計画区域

世田谷区全域
ただし、行政区域をまたぐ移動については、東京都、隣接する自治体とも連携・協働する。

区 民区 民

行 政行 政事業者事業者

連携・協働

※区レンタサイクル、がやリンについては、令和７年度末をもって運営の廃止を予定。



世田谷区地域公共交通計画（案） 概要版

世田谷区 SETAGAYA CITY

９．計画の施策と取組

基本方針及び３つの目標に基づく施策及び取組を、以下のとおり定めます。

１０．計画の達成状況の評価

本計画において定めた目標に基づき、評価指標を設定のうえ、達成状況の調査、分析及び
評価を毎年度行います。
この内容は、世田谷区地域公共交通活性化協議会及び国土交通大臣に対して報告します。

目標１に関する評価指標「安全・安心な地域公共交通」
■ホームドア整備駅数
■自転車通行空間整備延長

目標２に関する評価指標「持続可能な地域公共交通」
■鉄道・バス利用者数
■二酸化炭素排出量（運輸部門）

目標３に関する評価指標「快適な地域公共交通」
■区内の交通手段（移動手段）に満足している区民の割合（目標１、２に関する施策も含む）
■サイクルポート設置箇所数（官民連携による民間シェアサイクル事業）

目標 施策 取組 

目
標
１
： 

安
全
・
安
心
な
地
域
公
共
交
通 

施策 1-1:安全・安定輸送の確保
 

取組 1-1-1 テロ・防犯対策の推進 
取組 1-1-２ 都市計画道路等の整備による路線バスの定時性の確保と速 

達性の向上 
取組 1-1-3 道路と鉄道の立体交差化の促進 
取組 1-1-４ 公共交通に対する利用者の協力、意識啓発 
取組 1-1-５ 踏切道の安全性向上 
取組 1-1-６ 安全で快適な自転車利用環境の創出 

施策 1-2：バリアフリー化の推進
 

取組 1-2-1 鉄道駅におけるホームドア整備の推進 
取組 1-2-2 鉄道駅におけるバリアフリー経路の確保、エレベーター整備 

の推進 
取組 1-2-3 バリアフリー車両の導入推進 
取組 1-2-4 心のバリアフリーの普及啓発 

施策 1-3：災害時における公共交

通の連携体制などの構築
 

取組 1-3-1 区民への交通情報の提供のあり方の検討 

目
標
２: 

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通 

施策 2-1：交通ネットワークの確

保・維持・拡充
 

取組 2-1-1 交通体系の確保・維持に向けた行政支援のあり方の検討 
取組 2-1-2 交通の担い手となる人材の確保 
取組 2-1-３ 多様な交通モード、事業者の連携 
取組 2-1-４ 新たなモビリティサービスの活用検討 

施策 2-２：公共交通の利用促進

（モビリティ・マネジメント）
 

取組 2-２-1 公共交通の利用促進のための広報活動 
取組 2-２-2 多様な交通モード、事業者の連携（再掲） 

施策 2-３：環境負荷の低減
 

取組 2-３-1 省エネ車両等の導入推進 
施策 2-４：公共交通不便地域対策

の推進
 

取組 2-４-1 地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の導入・検討 

目
標
３: 

快
適
な
地
域
公
共
交
通 

施策 3-1：交通結節機能の強化に

よる乗継利便性の向上
 

取組 3-1-1 交通結節点の整備・充実 

施策 3-2：近隣区市と連携した交

通利便性の向上
 

取組 3-2-1 近隣区市と連携した区境地域における交通利便性向上の検 

討 
取組 3-2-2 エイトライナーの早期実現 

施策 3-3：情報通信技術を活用し

た分かりやすい情報提供の充実
 

取組 3-3-1 交通施設におけるバリアフリー関連情報の充実 
取組 3-3-２ 鉄道駅・バス停における運行情報等の提供機会の充実 

施策 3-4：快適な移動のための交

通環境整備
 

取組 3-4-1 バス停ベンチ・上屋の設置促進 
取組 3-4-2 交通結節点の整備・充実（再掲） 

施策 3-5：分かりやすく便利な運

賃体系の確立
 

取組 3-5-1 IC カードや二次元コードを活用したキャッシュレス化の促進 
取組 3-5-2 鉄道・バス 1 日乗車券等の企画乗車券、乗継運賃等の制度 

の充実 
施策 3-6：公共交通を補完する自

転車の利活用の促進
 

取組 3-6-1 自転車シェアリングの充実・利用促進 
取組 3-6-2 安全で快適な自転車利用環境の創出（再掲） 

施策 3-7：新たな輸送サービスに

よる移動の選択肢の提供
 

取組 3-7-1 地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の導入・検討（再掲） 
取組 3-7-2 新たなモビリティサービスの活用検討（再掲） 

施策 3-8：特定需要への対応
 

取組 3-8-1 多様な交通資源と連携した取組の検討 
取組 3-8-2 利用者のニーズに応じた多様な移動サービスの充実 

施策 3-9：人々の外出と交流を促

進する交通環境の整備
 

取組 3-9-1 交通結節点の整備・充実（再掲） 
取組 3-9-2 待ち時間も快適・便利に過ごせる交通環境の整備 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

目標１　安全・安心な地域公共交通

ホームドア整備駅数 駅
１５

（令和５年度）
１５

(令和６年度）
１８

（令和７年度）
１９

（令和８年度）
２０

（令和９年度）
２０

（令和１０年度)

自転車通行空間整備
延長

km
５６

(令和５年度）
63

（令和６年度）
68

（令和７年度）
73

（令和８年度）
78

（令和９年度）
83

（令和１０年度）

目標２　持続可能な地域公共交通

鉄道・バス利用者数 千人/日
２５７７

（令和４年度）
２７２９

（令和５年度）
２７２９

(令和６年度）
２７２９

（令和７年度）
２７２９

(令和８年度）
２７２９

(令和９年度）

二酸化炭素排出量
（運輸部門）

1000t-
CO2

405
（令和3年度）

379
(令和４年度）

３５３
（令和５年度）

３２８
（令和６年度）

３０２
（令和７年度）

２７７
（令和８年度）

目標３　快適な地域公共交通

区内の交通手段（移
動手段）に満足してい
る区民の割合

％
６７

（令和５年度）
6８

（令和６年度）
６９

（令和７年度）
７０

（令和８年度）
７１

（令和９年度）
７２

（令和１０年度）

官民連携の民間事業
者によるサイクル
ポート設置箇所数

カ所
１88

（令和５年度）
１98

（令和６年度）
208

（令和７年度）
218

（令和８年度）
228

（令和９年度）
238

（令和１０年度）

評価指標 単位 基準値
年度目標値

※（ ）内の年度は評価するデータの年度



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（案） 別紙２ 



  

 

 

  

区長あいさつ 
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第１章 計画の趣旨 

１. 計画策定の背景と目的 

世田谷区では、区内の交通に関する計画として平成14年（2002年）９月に「世田谷区交

通まちづくり基本計画」を定め、以後改定を重ねながら、公共交通不便地域対策をはじめ

とする各事業を交通事業者や地域の方々との協働により取り組んできました。 

一方で、近年は公共交通機関利用者の減少や、交通の担い手である乗務員不足などが大

きな課題となっており、高齢化の進展に伴う交通弱者の増大やコロナ禍を経てのライフス

タイルの多様化、新たな交通サービスの進出などにより、持続可能で誰もが安全に安心し

て移動できる環境の創出がより一層求められる時代となってきています。 

このような背景から、国は令和２年（2020 年）に「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律」を改正し、地域にとって望ましい鉄道、路線バス、タクシー等の地域旅客運送

サービスの姿を明らかにするマスタープランとして「地域公共交通計画」を定めることを

自治体の努力義務としました。 

区としては、区民・交通事業者・行政が協働して、さらなる公共交通不便地域対策の推

進、公共交通ネットワークの確保・維持などに取り組んでいく必要があることから、現行

の「交通まちづくり基本計画及び行動計画」が令和６年度（2024 年度）末に期間満了を迎

えることも踏まえ、新たに「世田谷区地域公共交通計画」を策定することとしました。 

 

【「交通まちづくり」について】 

交通は街づくりの重要な要素のひとつであり、交通に関わる施策や事業は、区外を含め

た広域的なネットワーク、区内全域のネットワーク、及び地域に即して進められている街

づくりを踏まえ、総合的に行われることが重要です。 

また、区民、交通事業者、区などの関係者が協力・連携して、交通問題に取り組んでい

く必要があります。 

区では、このような取組を「交通まちづくり」と定義しています。 

この「世田谷区地域公共交通計画」では、これまでの計画を踏襲しつつ、複雑化する社

会に柔軟に対応する、持続可能な公共交通体系を確保していくための取組を定めることと

し、引き続き関係者が協力・連携しあう「交通まちづくり」に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）2040 年、道路の景色が変わる（国土交通省、令和２年（2020 年）６月） 
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２. 計画の位置付け 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成19年（2007年）法律第

59 号、令和２年（2020 年）改正）の第３条に規定する「国の基本方針」及び第５条の規定

に基づき策定するものです。 

また、「東京における地域公共交通の基本方針」とも整合を図ります。 

区の上位計画との関連については、最上位の「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」

及び区の都市計画マスタープランである「世田谷区都市整備方針」と整合を図ります。 

また、都市整備方針に定める「分野別方針・計画」の１つとして位置づけるものです。 

あわせて、同じ「分野別方針・計画」である「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車

等の利用に関する総合計画」や「せたがや道づくりプラン」とも連携・整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ 地域公共交通計画の位置づけ 
 

３. 計画の対象交通サービス 

本計画で対象とする移動手段は、既存の公共交通サービスに加えて、自家用有償旅客運

送やスクールバス、福祉輸送など、地域における多様な輸送資源についても対象とし、あ

わせて、自動車や自転車のシェアリングサービスや新たな交通サービスの活用についても

検討の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 本計画で対象とする交通サービス 
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図 ３ 本計画で対象とする交通サービスの輸送人員と速度の概念図 

 

４. 計画の期間 

本計画の期間は、令和７年度（2025 年度）から令和 11年度（2029 年度）（５年間）とし

ます。 

 

５. 計画の区域 

本計画は、世田谷区全域を対象とします。ただし、行政区域をまたぐ移動も活発である

ため、必要に応じて東京都、隣接する自治体とも連携・協働するものとします。 

 
※
 超小型モビリティは、その大きさや定格出力に応じて、３つの区分に分かれています。 

 
第一種原動機付自転

車（ミニカー） 

軽自動車 
普通自動車 

（小型自動車） 超小型モビリティ

（型式指定車） 

超小型モビリティ

（認定車） 
軽自動車 

最高速度 
60 ㎞/h 

（道路交通法） 
構造上 60 ㎞/h 個別の制限付与 構造上の制限なし 構造上の制限なし 

定格出力 0.6kW 以下 0.6kW 超 0.6kW～8.0kW 0.6kW 超 0.6kW 超 

長さ 2.5m 以下 2.5m 以下 3.4m 以下 3.4m 以下 
12m 以下 

（4.7ｍ以下） 

幅 1.3ｍ以下 1.3ｍ以下 1.48ｍ以下 1.48ｍ以下 
2.5ｍ以下 

（1.7ｍ以下） 

高さ 2.0ｍ以下 2.0ｍ以下 2.0ｍ以下 2.0ｍ以下 
3.8ｍ以下 

（2.0ｍ以下） 

出典）自動車：超小型モビリティについて（国土交通省ホームページ）を基に作成 

ここでいう超小型モビリティ※とは、①第一種原動機付自転車（ミニカー）、②軽自動車

（型式指定車）、③軽自動車（認定車）を指します。 
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第２章 世田谷区の現状と課題 

１. 区の現状 

（１） 位置 

世田谷区は、東京 23区中の南西部に位置し、都心まで約 9～18ｋｍ、副都心まで約 1～

10km の距離にあります。東は目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は狛江市・調布市、

南は大田区とそれぞれ接し、さらに多摩川を挟んで神奈川県川崎市と接しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）世田谷の土地利用 2021 ～世田谷区土地利用現況調査～ （世田谷区、令和５年（2023 年）４月） 

図 ４ 世田谷区の位置図 
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（２） 社会的状況 

１） 人口動態 

世田谷区の人口は特別区で最多の約 91.8 万人であり、区内の人口分布をみると、総人口

及び 65歳以上人口ともに、区の東側に集中している傾向があります。 

 

 

図 ５ 東京 23 区の人口 

 

出典）住民基本台帳による東京都の世帯と人口（東京都、令和６年（2024 年）１月）を基に作成 
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出典）令和２年国勢調査に関する地域メッシュ統計（総務省、令和４年(2022 年)）を基に作成 

出典）令和２年国勢調査に関する地域メッシュ統計（総務省、令和４年（2022 年））を基に作成 

(単位：人) 

(単位：人) 

図 ６ 世田谷区の総人口分布 

図 ７ 世田谷区の 65 歳以上人口分布 
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２） 移動特性 

世田谷区に関連する総トリップ数は 238 万トリップ/日で、このうち世田谷区内外を移動と

するトリップが約７割となっています。代表交通手段※別にみると、世田谷区内々の移動では

「徒歩」「自転車」の順に多くなっています。世田谷区内外の移動では「鉄道」の割合が多

く、区内外と区内々をあわせた移動でも「鉄道」が最多となっています。 

 

 

図 ８ 世田谷区関連交通のトリップ種別 

出典）第６回東京都市圏パーソントリップ調査（東京都市圏交通計画協議会、平成 30 年（2018 年））を基に作成 

 

 

 

図 ９ 世田谷区関連交通の代表交通手段分担率 

出典）第６回東京都市圏パーソントリップ調査（東京都市圏交通計画協議会、平成 30 年（2018 年））を基に作成 

 

  

 
※ 代表交通手段とは、１つのトリップがいくつかの交通手段で成り立っているとき、このトリップで利用した主な交通手段を指します。主

な交通手段は、鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩の順に優先順位が定められており、利用した交通手段のうち、より上位にあるものが

代表交通手段となります。 

 「世田谷区内外」移

動イメージ 

世田谷区役所⇔渋谷

区役所 

（２トリップ） 

 「世田谷区内々」移動

イメージ 

世田谷区役所⇔世田

谷区役所砧総合支所 

（２トリップ） 
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３） 自家用車保有数 

世田谷区の自動車保有台数の推移をみると、2014 年を境に微減傾向にあり、2023 年時点で

は 194.7 千台(2014 年比 0.97)となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）世田谷区統計書 平成 25 年版～令和５年版（世田谷区、平成 26 年（2014 年）～令和６年（2024 年））を基に作成 

 

４） 運転免許保有者数、運転免許取消件数 

世田谷区の運転免許保有者数についてみると、2020 年までは増加傾向でしたが、それ以降

は概ね横ばいの状況となっており、2023 年時点では 568.9 千人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）自治体別免許人口、申請取消（自主返納）件数（平成 28 年中～令和５年中）（警視庁）を基に作成 

図 １１ 世田谷区の運転免許保有者数 

199.6 199.9 
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190

200

210
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(千台)

図 １０ 世田谷区の自動車保有台数（自家用普通車、自家用小型車、軽自動車の合計） 
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世田谷区の運転免許取消件数についてみると、令和元年（2019 年）をピークに、それ以降

は減少傾向となっており、令和５年（2023 年）時点では 2.2 千件となっています。 

 
図 １２ 世田谷区の運転免許取消件数の推移 

 
出典）自治体別免許人口、申請取消（自主返納）件数（平成 29 年中～令和５年中）（警視庁）を基に作成 

 

 

図 １３ 全国及び東京都の運転免許取消件数の推移 
 

出典）自治体別免許人口、申請取消（自主返納）件数（平成 28 年中～令和５年中）（警視庁）を基に作成 
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（３） 地理的状況 

１） 地形 

世田谷区は、多くの部分を占める武蔵野台地と、その南西側を流れる多摩川沿いの低地か

ら成り立っています。武蔵野台地の東南部は、多摩川によって形成された河岸段丘で、標高

の低い立川面と、高い武蔵野面の二段が形成されています。 

区内を流れる河川には、南西部を流れる一級河川の多摩川や、仙川、野川、谷沢川などが

あります。これらの河川は区内を枝分かれ状に流れ、大地を侵食しながら丘や谷の起伏を形

成してきました。こうしてできた代表的な地形が国分寺崖線です。国分寺崖線は約 10万年前

にわたる武蔵野台地の浸食によりできた崖地であり、多摩川と野川に沿って 10～20ｍの高さ

を有するその斜面は、区内で唯一の帯状の緑地帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典）世田谷の土地利用 2021 ～世田谷区土地利用現況調査～（世田谷区、令和５年（2023 年）４月） 

図 １４ 世田谷区の標高図 
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区内の多くは勾配が５％未満となっていますが、国分寺崖線や世田谷地域等では、勾配が

８％以上となる箇所が点在しています。 

また、国分寺崖線付近の道路では、道路勾配が 15％を超える箇所が複数存在します。 

「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」では、歩行者の通行部分の縦断勾配を可能な

限り５％以下とすることが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国土数値情報（標高・傾斜度５次メッシュ）（国土交通省）を基に作成 

  

国分寺崖線 

凡 例 
勾配 8%以上 
勾配 5%以上 8%未満 
勾配 5%未満に相当 

図 １５ 世田谷区の地形状況（最大傾斜角度） 
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２） 道路状況 

① 道路整備率 

区内の都市計画道路の整備率は、５割程度となっています。都市計画道路のうち、幹線道

路は８割以上が整備済みとなっていますが、地区幹線道路（補助線街路）の整備率は４割程

度と低く、整備が遅れています。主要生活道路の整備率についても、４割程度と低い状況に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）道路整備白書(世田谷区、令和６年（2024 年）４月) 

※高速道路を除く 

図 １６ 世田谷区の都市計画道路・主要生活道路の整備状況 
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戦災復興事業などにより基盤整備が進んだ都心部の

区や東部に位置する区と比べて、西部に位置する世田

谷区の都市計画道路の整備率は低い状況にあります。 

このような経緯から、地域公共交通を支える路線バ

ス等が通行できる道路が限られている状況です。 

また、世田谷区内は、東西方向に鉄道が発達してお

り、路線によっては鉄道による地域分断が課題となっ

ています。現在、京王線の連続立体交差事業による踏

切の除却をはじめとし、東急大井町線や東急東横線に

おいて地域分断の解消を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典)道路整備白書（世田谷区、令和６年（2024 年）４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 １９ 現在事業中の京王線連続立体交差事業の概要 
 

出典）せたがや道づくりプラン【道路整備方針】 平成 28 年

３月見直し版（世田谷区、平成 28 年（2016 年）３月） 

都市計画道路を約１～1.5 ㎞、主要生活道路を約 500

ｍの間隔で整備し、道路・交通網の充実を図る。 

図 １７ 道路網の段階的な構成イメージ 

図 １８ 都市計画道路の整備率 

出典）京王電鉄京王線（笹塚駅～仙川駅間）の連続立体交差事業および関連する側道整備について（東京都・世田谷区・渋谷

区・杉並区・京王電鉄(株)）より抜粋 
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② 道路幅員 

区内には、国道約 13km、都道約 67km、区道約 1,095km と、合計 1,200km におよぶ道路が

整備されています。最も多いのは、４ｍ以上６ｍ未満の区道で 419.4km となっており、約

1/3 を占めています。 

次いで６ｍ以上 10ｍ未満の区道が 304.7km と約 1/4 を占めています。 

幅員別道路現況図をみると、区西部の成城付

近や中央部の用賀付近など、耕地整理や土地区

画整理などの都市基盤整備事業が行われたエリ

アで街の骨格を形成していることがわかりま

す。一方で、４ｍ未満の区道が 290.0km あり、

約 1/4 が幅員の狭い細街路といわれる道路とな

っています。こうした細街路は入り組んだ形状

をしており、区の北半分の都市基盤整備が遅れ

ている地域、および東南端の奥沢付近に多く分

布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）世田谷の土地利用 2021 ～世田谷区土地利用現況調査～（世田谷区、令和５年（2023 年）４月） 

図 ２０ 世田谷区の幅員別道路現況図 
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③ 細街路率 

幅員 4ｍ未満の細街路について、総延長に占める割合(細街路率)を見てみると、区全体で

は 31.9％となっています。地域別に見ると、北沢地域(41.6％)、世田谷地域(35.9％)、烏山

地域(33.9％)、の細街路率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※地域境界の道路は、双方の地域に加算しているので、地域別の細 

街路延長の合計は、世田谷区全域の細街路延長と一致しない。 

 

 

 

図 ２２ 世田谷区の町丁目別細街路率 

 

出典）令和３年度 世田谷区土地利用現況調査報告書（世田谷区、令和４年（2022 年）３月）を基に作成 

  

砧地域 世田谷地域 

北沢地域 

烏山地域 

玉川地域 

地域名
細街路延長

(ｍ)
道路延長

(ｍ)
細街路率

世田谷地域 141,331.7 394,188.1 35.9%

北沢地域 122,131.6 293,286.9 41.6%

玉川地域 94,722.0 436,823.7 21.7%

砧地域 103,004.3 366,516.0 28.1%

烏山地域 77,102.5 227,672.3 33.9%

世田谷区全域 535,946.1 1,682,225.5 31.9%

35.9%

41.6%

21.7%

28.1%

33.9%

31.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

世田谷地域

北沢地域

玉川地域

砧地域

烏山地域

世田谷区全域

細街路率

表 １ 区全域及び地域別の細街路延長と細街路率 

図 ２１ 区全域及び地域別の細街路率 
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３） 施設分布 

① 病院 

世田谷区内の病院(病床数 200 床以上)については、10件立地しています。(小児専門、

精神専門含む) 

 

 

 

図 ２３ 世田谷区内の病院（200 床以上）位置図 

 

出典）医療機関名簿（東京都福祉保健局、令和４年（2022 年））を基に作成 
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② 公共施設（区役所等） 

世田谷区内の主な公共施設としては、区役所・総合支所 10件、出張所５件、まちづくりセ

ンター28件、あんしんすこやかセンターが 28件立地しています。 

 

 

 

図 ２４ 世田谷区内の公共施設位置図 

 

出典）せたがや便利帳 2023（世田谷区、令和５年（2023 年）８月）を基に作成 
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③ 商業施設 

世田谷区内の主要な商業施設として大規模小売店舗の立地状況をみると、スーパー（総

合・食品）が 40件、百貨店（百貨店・寄合百貨店）が２件、専門店が 16件立地していま

す。 

 

 
 

図 ２５ 世田谷区内の商業施設位置図 

 

出典）全国大型小売店総覧 2023 年度版（東洋経済新聞社、令和４年（2022 年）７月）を基に作成 
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④ 教育施設 

世田谷区内の教育施設の立地状況をみると、大学が 15件、高校が 38件、中学校が 52件、

小学校が 70件立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）せたがや便利帳 2023（世田谷区、令和５年（2023 年）８月）を基に作成 

 

  

図 ２６ 世田谷区内の教育施設位置図 
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（４） 国内の動向及び上位・関連計画 

１） 交通に関する法令 

交通政策基

本法 

交通政策基本法は、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とし

て、交通に関する基本理念、関係者の責務、基本的施策等について定めた

法律です。 

地方公共団体の責務として、以下のように示されています。 

・地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸

条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

・地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関す

る住民その他の者の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなけ

ればならない。 

地域公共交

通の活性化

及び再生に

関する法律 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（通称：地域公共交通活性

化再生法）は、地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの

持続可能な確保に資する地域公共交通の活性化及び再生」を推進するた

め、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定め

た法律です。 

現在、地域公共交通は、ライフスタイルの変化の影響もあり、大変厳し

い状況に置かれており、本法律を改正し、地域の関係者の連携・協働（共

創）を通じ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワー

クへの「リ・デザイン」（再構築）を進めるための枠組みを創設・拡充して

います。 

市町村の努力義務として、以下のように示されています。 

・市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な

連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確

保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなけれ

ばならない。 

道路運送法 道路運送事業の適正な運営と利用者の利便の増進、道路運送の総合的な

発達を図るとともに、道路運送に関する公正な競争を確保するための法律

です。 

道路運送事業とは、旅客自動車運送事業の免許・許可制、業務の規制・

監督、自動車道の免許制、自家用自動車の使用などについて詳細に規定す

るものです。 

2000 年の改正によりタクシー、バスは免許制から許可制に移行し、参

入、撤退が容易になりました。料金も上限以下ならば原則として自由に設

定できます。 

なお、貨物自動車運送事業については貨物自動車運送事業法が定めてい

ます。 

鉄道事業法 鉄道事業を営む者に関する基本的な事項について定めた法律であり、す

べての鉄道事業者に適用される基本法としての役割を担っています。 

事業路線の免許、運賃・料金の認可、運行計画の届け出、事故の報告な

ど、鉄道事業の基本となる規定のほか、鉄道事業の区分や鉄道の種類に関

する規定も設けられています。 

【鉄道の種類】 
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①普通鉄道 ②懸垂式鉄道（モノレール） ③跨座式鉄道（モノレール） 

④案内軌条式鉄道（新交通システム） ⑤無軌条電車（トロリーバス） 

⑥鋼索鉄道（ケーブルカー） ⑦浮上式鉄道（リニアモーターカー） ⑧

前各号に掲げる以外の鉄道 

軌道法 一般公衆（公共）の運輸事業を目的とする軌道を監督する法律です。な

お、道路に敷設される軌道のうち、一般公衆用ではないものについての規

定は国土交通省の省令により定められています。 

軌道法は主に路面電車を対象としてきましたが、モノレールや新交通シ

ステム等にも適用例があります。なお、地下鉄・トロリーバスは原則的に

鉄道事業法に準拠しています。 

高齢者、障

害者等の移

動等の円滑

化の促進に

関する法律 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリア

フリー法）は、ハートビル法と交通バリアフリー法が一体となった法律で

す。 

高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上

の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としており、本法律

に基づき、ハード・ソフト施策の充実や、高齢者・障害者等を含む全ての

人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指しています。 

地方公共団体の責務として、以下のように示されています。 

・地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

また、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化するた

め、令和２年（2020 年）に法改正が行われ、市町村等による「心のバリア

フリー」の推進に関する内容が盛り込まれました。 

 

Column ニューノーマル、ウェルビーイングに関する動き 

■新型コロナウイルス感染症を契機として、従来の生活や働き方を見直す大きな転換期を

迎え、インターネットを利用した買い物や場所にとらわれない柔軟な暮らし方、テレワー

ク、地方移住など、「新しい生活様式」が浸透してきています。 

また、心も体も社会的にも満たされた状態、実感としての幸せ、心の豊かさなどを表す

言葉として「ウェルビーイング（well-being）」が国内外において注目されており、この

考え方を指標に設定した自治体も登場してきています。 

交通に関するニーズも

多様化してきており、従

来の移動することそのも

のの価値や時間の価値に

加えて、移動時の快適さ

を重視するニーズなど、

多様な価値観に対応し

た、よりきめ細やかな交

通サービスを考えていく

必要が出てきています。 
 

 

 

  

図 ２７ ウェルビーイング指標の全体像 

出典）富山県ウェルビーイング指標の策定について（富山県、令和５年（2023 年）１月） 
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２） 国の動向 

① 地域公共交通に関する動き 

国は「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」を令和２年（2020 年）に改正し、地域

にとって望ましい鉄道、路線バス、タクシー等

の地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマ

スタープランとしての「地域公共交通計画」の

策定を自治体の努力義務とし、地域の交通資源

を総動員する措置を設けました。 

その後、ニーズや移動手段が多様化している

こと等を踏まえ、交通と他分野との連携、ＤＸ

の活用など、あらゆる交通モードにおける地域

の関係者の連携・協働（＝共創）を通じ利便

性・持続可能性・生産性が向上するよう、地域

公共交通ネットワークを再構築（リ・デザイ

ン）することを主眼とした法改正を令和５年

に実施しました。 

 

３） 東京都の動向 

東京都は、令和４年（2022 年）３月に「東京における地域公共交通の基本方針」を策定

しました。 

2040 年代を目標年次としており、「高齢者や障害者をはじめ、誰もが移動しやすい利便

性の高い都市の実現と、人・モノ・情報の自由自在な移動と交流により、あらゆる人が活

躍できる「挑戦の場」を創出する都市交通環境の実現に資する取組の方針」として、地域

特性に即した地域公共交通の目指すべき姿とその実現に向けた支援策の方向性について示

されています。 

  

 
※ サイバー空間とは、コンピュータ上での仮想空間のことです。 
※ フィジカル空間とは、現実世界の空間のことを指し、サイバー空間と対比する言葉として用いられます。 
※ カーブサイドとは、路肩側の車道空間のことです。 

・鉄道、路線バスや、それらを補完するコミュニティ

交通、シェアモビリティサービスが充実するととも

に、サイバー空間※とフィジカル空間※の整備を共

に進めることにより駅等の交通結節機能が向上し、

大量輸送と個人に寄り添うサービスとが両立してい

る。 

・カーブサイド※も活用した、ラストワンマイル移動

手段の充実やアクティビティの場の創出にも支えら

れ、人が集うにぎわいの場が開かれている。 

・ビジネスパーソン、インバウンド等の来街者、住民

など様々な人の活動を、便利で安全で快適なユニバ

ーサルデザインの移動手段が支えている。 

出典）地域公共交通のリ・デザイン 地域公共交通計画等

の作成と運用の手引き 理念編 第４版（国土交通

省、令和５年（2023 年）10 月） 

中枢広域拠点域（おおむね環状７号線内側）のイメージ 

図 ２８ 地域公共交通のリ・デザイン 

図 ２９ 中枢広域拠点域イメージ図 



 

世田谷区  SETAGAYA CITY 

 

23 

 

 

 

 

４） 世田谷区内の上位・関連計画 

① 世田谷区基本構想 

世田谷区基本構想は、今後 20年間の公共的指針として平

成 25年（2013 年）９月に策定されました。 

〇将来像： 

信頼関係に支えられてだれもが安心して暮らすことができ

る都市 

〇位置づけ： 

今後 20年間の公共的な指針＝公のものとして皆で共有する

目標 

〇基本理念： 

自治をより確かなものにする 

〇九つのビジョン 

基本構想では、今後の目標や理念を九つのビジョンにまと

めています。 

一、個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする 

一、子ども・若者が住みやすいまちをつくり、教育を充実

する 

一、健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする 

一、災害に強く、復元力をもつまちをつくる 

一、環境に配慮したまちをつくる 

一、地域を支える産業を育み、職住近接が可能なまちにする 

一、文化・芸術・スポーツの活動をサポート、発信する 

一、より住みやすく歩いて楽しいまちにする 

一、ひとりでも多くの区民が区政や公の活動に参加できるようにする 

  

・身近な中心地となる、主要なバス停と端末交通との

結節点において、地域のインフラストックに適した

輸送モードの導入等により、きめ細やかな移動サー

ビスが充実するとともに安全で快適な歩行者空間が

生まれ、生活利便性が向上している。 

・交通結節点には多様なモビリティが集まり移動の選

択肢が広がるとともに、平時・発災時問わず、まち

や交通の情報が集まる場として機能している。 

・域内の多数の居住者の、通勤・通学移動、身近な公

園・自然地や商業施設への移動手段が、利用者目線

で検討がなされ、行政界を感じることなく快適・便

利に移動できるようになっている。 

出典）世田谷区基本構想（世田谷区、平成

25 年（2013 年）12 月） 

出典）東京における地域公共交通の基本方針（東京都、令和４年（2022 年）３月）を基に作成 

新都市生活創造域（おおむね環状７号線から、西側はＪＲ武蔵野線まで、東側は都県境まで）のイメージ 

図 ３０ 新都市生活創造域イメージ図 

図 ３１ 世田谷区基本構想 
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〇実現に向けた方策 

基本構想の実現に向け、以下の方策を掲げています。 

＜計画的な行政運営＞ 

・基本計画や実施計画などを作成し、検証しながら推進 

＜地域行政と区民参加＞ 

・区民の視点に立った課題の対応、区民参加の機会創出、区庁舎の整備推進 

＜自治権の拡充と持続可能な自治体経営＞ 

・自治権を広げるとともに、財政基盤を強化 

＜区外との協力＞ 

・広域的な課題への取り組み、災害時の協力体制の構築、国際交流の推進 

 

② 世田谷区基本計画（令和６年度から令和 13 年度） 

世田谷区基本計画は、世田谷区基本構想のもと、今後

８年間において区が重点的に取り組む政策、施策の方向

性を明らかにした区政運営の基本的な指針、区の最上位

の行政計画であり、令和６年（2024 年）３月に策定され

ました。 

 

〇計画の理念 

計画全体を貫き計画の土台となる根本的な考え方とし

て、次の６つの計画を理念として位置づけています。 

 

〇重点政策 

基本方針の目標実現に直結し、基本計画の具体化に不可欠で特に重点的に取り組むべき

政策であり、分野横断的な体制を整えて取り組む必要がある政策について、次の６つを重

点政策として位置づけています。 

・子ども・若者が笑顔で過ごせる環境の整備 

・新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実 

・多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成 

・誰もが取り残されることなく生き生きと暮らせるための支援の強化 

・自然との共生と脱炭素社会の構築 

・安全で魅力的な街づくりと産業連関による新たな価値の創出 

  

・参加と協働を基盤とする 

・区民の生命と健康を守る 

・子ども・若者を中心に据える 

・多様性を尊重し活かす 

・地区・地域の特性を踏まえる 

・日常生活と災害対策・環境対策を結びつける 
 

出典）世田谷区基本計画 令和６年度～令和 13

年度(世田谷区、令和６年（2024 年）３

月) 

図 ３２ 世田谷区基本計画 
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○ 分野別政策 

基本計画では、基本構想に定める「九つのビジョン」を具体化するための政策を各分野

において体系的に整理するとともに、各分野における課題や施策の方向性などを示してい

ます。 

交通まちづくりに関わりが深い「都市整備」についての政策等は、以下のとおりです。 

＜魅力ある街づくり＞ 

・地区特性に応じた街づくりの推進 

・魅力あるにぎわいの拠点づくり 

・歩いて楽しめる魅力づくり 

＜交通環境の整備＞ 

・地域公共交通の活性化 

・自転車利用環境の整備 

＜都市基盤の整備・更新＞ 

・道路ネットワークの計画的な整備 

・公園・緑地の計画的な整備 

 

③ 世田谷区都市整備方針（都市計画マスタープラン） 

世田谷区都市整備方針は、世田谷区街づくり

条例を根拠とし、都市計画法第 18条の２に定

められた「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」として定めるもので、長期的な視点に立

った都市づくり・街づくりの総合的な基本方針

です。 

第一部が「都市整備の基本方針」、第二部が

「地域整備方針」の二部構成となっており、第

一部は平成 26年（2014 年）、第二部は平成 27

年（2015 年）に策定されました。 

計画区間は、世田谷区基本構想に即し、平成

26年度（2014 年度）から概ね 20年としてお

り、第二部については社会情勢の変化や改定か

ら概ね 10年を経過した時点の進捗状況を踏ま

えて評価を行い、必要に応じその後 10年を見

据えて見直しを行う旨が記載されており、令和

７年（2025 年）に見直しを行う予定となって

います。 

 

④ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画 

世田谷区では、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、年齢、性別、国籍、能力等に

関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境をつくりだしていくために、平成

19年（2007 年）に「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、その理念を具現

化するために、平成 21年（2009 年）には「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」を

策定しました。 

出典）世田谷区都市整備方針 第一部「都市整備の基本方針」

（世田谷区、平成 26 年（2014 年）４月）、世田谷区都

市整備方針 第二部「地域整備方針」(世田谷区、平成

27 年（2015 年）４月) 

図 ３３ 世田谷区都市整備方針 
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区の基本構想・基本計画を踏まえた 10年間（平成 27年度（2015 年度）から令和４年度

（2022 年度））の計画（第２期）では、施策の点検・評価・改善（スパイラルアップ）の

取組を継続して行い、生活環境の整備を進めていくこと等を位置付けています。 

令和５～６年度（2023～2024 年度）を調整期間としており、令和７年度（2025 年度）以

降の計画として、「第３期」を策定する予定となっています。第３期では、「世田谷区移動

等円滑化促進方針」と一体的にユニバーサルデザインのまちづくりを推進していくことを

明記しています。 

 

⑤ 世田谷区移動等円滑化促進方針 

世田谷区では、令和元年（2019 年）に「先導的共生社会ホストタウン」に認定されたこ

とを契機として、共生社会の実現に向け、より一層、ユニバーサルデザインのまちづくり

や心のバリアフリーなどを推進していくこととし、令和５年（2023 年）にはその取組内容

をまとめた「世田谷区移動等円滑化促進方針」を策定しました。 

高齢者や障害者等が日常生活で多く利用する駅や公共施設、これらを結ぶ道路におい

て、円滑な移動や施設利用を促進するためのバリアフリーに関する方針として、促進地区

の選定や促進地区内における配慮事項を記載しています。 

 

⑥ 第９期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

令和６年度（2024 年度）から３年間の高齢者福祉や介護保険事業についての、施策展開

の考え方や目標、介護サービス見込み量等を定めており、老人福祉法に基づく市町村老人

福祉計画、介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画に相当するものです。 

基本理念に「住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社

会の実現」を掲げ、重点取組みとして「（１）健康づくりと介護予防の一体的な推進」

「（２）高齢者の生きがいづくり」「（３）在宅医療・介護連携の推進」を定めています。 

「区民の健康寿命を延ばす」、「高齢者の活動と参加を促進する」といった目標にも関連

して、高齢者の外出促進は極めて重要となることから、地域公共交通の役割はますます高

まってきているといえます。 

 

⑦ せたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計画-（令和６－８年度） 

世田谷区の障害に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、世田谷区民のた

めの障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保や円滑な実施を図るた

め、令和６年度（2024 年度）から３年間の障害施策の充実に係る考え方や方向性、障害福

祉サービス等のサービス量等を定めた計画です。 

法的な位置付けとしては、障害者基本法に基づく市町村障害者計画、障害者総合支援法

に基づく市町村障害福祉計画、児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画に相当するもの

です。 

多様な人々が、それぞれの生き方を尊重され、排除されることなく、同じ社会の一員と

して受け入れられるインクルージョン（社会的包摂）の考え方が、これまで以上に大切と

なっており、基本理念として「障害のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 

住み慣れた地域で支えあい 選択した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実

現」を定めています。 
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⑧ 自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画 

身近で環境にやさしい自転車について、安全・安心・

快適な利用環境を計画的かつ体系的に推進するため、今

後 10年間を計画期間として令和３年（2021 年）に策定

されました。 

〇計画の基本理念 

人口 90万人を超える住宅都市世田谷にふわしい安

全・安心・快適な交通社会の実現に自転車を有効に活用

するため、環境にやさしく身近な地域での生活に必要な

『生活自転車』を、誰もが安全に利用しやすい環境に整

備する。 

〇計画の基本方針 

１ 自転車が安全・安心を守るまち 

２ 自転車が快適に走るまち 

３ 自転車がスマートに駐まるまち 

４ 自転車が身近なくらしを支えるまち 

 

 

⑨ せたがや道づくりプラン【道路整備方針】 

せたがや道づくりプランは道路の新設・拡幅整備に関する総合的な方針として、平成 26

年度（2014 年度）から令和７年度（2025 年度）までの 12年間を計画期間としています。 

道路整備の目標では、道づくりの方向性として、「防災・減災に寄与する道づくり」「す

べての人にやさしい道づくり」「環境の向上に資する道づくり」「人が集い街のにぎわいを

高める道づくり」「広域的な課題解決に資する道づくり」を定めています。また、重点化す

べき事項として「都市の骨格となる道路ネットワークの整備」「防災対策に資する道路整

備」「多様な利用者の安全性を高める道路整備」「街づくりの動きに連携した道路整備」を

定めています。 

 

 

  

出典）世田谷区自転車活用推進計画及び自転車

等の利用に関する総合計画（世田谷区、

令和３年（2021 年）７月） 

図 ３４ 自転車活用推進計画及び自

転車等の利用に関する総合

計画 




